
© 2020 社会保険労務士法人恵社労士事務所 1 

Megumi-SR NEWS 2020/10 vo.55 

 
 
 

上記期間は、社会保険手続の申請ができません。 

この期間は、健康保険証や離職票の発行などが遅れる場合がござ

います。お急ぎの場合は郵送等で対応します。 

ご挨拶 

いつもお世話になっております。市川です。 

突然寒くなりましたね。体調はお変わりありませんか？９月の４連休

は、東京の自粛疲れがどっと出たような混雑でした。今後 Gotoも始まる

ようです。また感染拡大にならなければいいと思いつつ、少しずつ活気が

出てきたように思います。 

さて、今年も年末調整の時期になりました。令和二年の年末調整は

改正点がたくさんあります。大多数の方には影響はないけれど、気を付け

なければならない点がかなりあります。年末調整は、本人が正確に制度

を理解して申請書を書くことが前提となっているの

で、どうやって説明したらいいか・・・・・悩みますね。

顧問先の皆様にはわかりやすい説明ができるように

準備をしております。 

（市川）  
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特集：令和二年 年末調整の改正点  

1. 扶養親族の「所得」にもご注意！基礎控除が上がり、給与所得控除が下がります。 

103万円の壁、という言葉を聞いたことがあるかと思います。扶養にできる家族は、収入 103万まで。それは変わりませ

んが、今年から、103万円の内訳が変わります。給与所得控除が 65万→55万になります。また、基礎控除が 38万

円→48万円となるため所得 48万円までの家族が対象となります。 

2. 年収８５０万円以上の方は必ず確認！！ 

今年から、給与所得控除・基礎控除が改正となり、年収に応じて控除金額が少なくなるように設定されました。 

そのため、給与の収入金額が８５０万円を超える方は、今までよりも控除の額が低くなります（つまり税金が上がりま

す）。しかし、特別の事情がある方については、所得金額調整控除も合わせて使うことで、負担が増えることを修正し

ます。 
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Ậ╩Ľ˟ố Ҋ 今月の重要ポイント 

社会保険料 9月分の変更反映 

算定の結果は 9月分から変更となります。 

また、月給が 63.5万円以上の方は、等級

が 650 となり、9月分から保険料が上がりま

す。給与に反映されるのは大体の会社が 10

月です！ 

地域別最低賃金の改定 

東京は据え置き 1013円、神奈川は１円

上がり 1012円です。そのほかの地域も、

0~3円程度上がっています。ご確認ください。 

子どもが 16歳未満でも、対象に

なります！ 

夫婦どちらも年収850 万円以

上であれば、扶養していない方

も対象になります！！ 

扶養していない子は会社側で確

認できませんので、850万以上の

方には周知をお願いします！ 
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3. 給与収入と年金収入両方ある方は必ず確認！！ 

給与所得と年金所得両方ある人に対して、「所得金額調整控除（年金

等）」が受けられるようになりました。 

確定申告をして給与所得控除（年金）を受ける場合、年末調整で使う総

所得の見込み額は、これを控除した金額を使ってください。 

 

4. シングルマザー必見！！寡婦（夫）控除が「ひとり親控除」にかわります！！！ 

一番大きな改正です。離婚・死別などで、配偶者がいなくなった方について、寡婦（夫）控除がありました。 

去年まで 

名称 条件 控除額 

寡婦 婚姻歴のある女性で、子がいる 又は 合計所得金額が 500万円以下 27万円 

特別の寡婦 婚姻歴のある女性で、子がいる かつ 合計所得金額が 500万円以下 35万円 

寡夫 婚姻歴のある男性で、子がいる かつ 合計所得金額が 500万円以下 27万円 

このように、性別で条件が異なるという、前時代的な制度になっていました。また、婚姻歴があることが条件であったた

め、結婚せずに子供を育てている人は対象になりませんでした。 

今年から 

名称 条件 控除額 

ひとり親 子がいる かつ 合計所得金額が 500万円以下 35万円 

寡婦 婚姻歴のある女性で、合計所得金額が 500万円以下 27万円 

今年から、シングルマザーも対象になります！また、所得 500万円を超える方は控除がなくなりました。 

寡夫・特別の寡婦も名前や控除額が変わります。対象の方がいる会社はご注意ください。 
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今年から新しく、「基・配・所」という書

類ができました。これは、 

・基礎控除がいくら受けられるかの計算 

・配偶者特別控除がいくら受けられる

かの計算 

・所得調整控除の申告 

のために必要です。 
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【コラム】コロナ後の世界 

 ようやく暑さも和らいで、秋に向かう気配が感じられ、心地の良い季節

になってきました。私は先日、社会保険労務士の実務研修を受けてまいり

ました。社労士になるためには筆記試験をパスした後、実務研修を受けて

から、やっと社労士になることができます。私も来月からようやく社労士で

す！ 

  

さて、世間はコロナの流行拡大はやや鎮静傾向という見方もあるようで

すが、まだ先はなかなか見えません。早く、ワクチンが開発され、コロナウィル

スの流行は収束に向かうこと願うばかりです。しかし、コロナが収束してもや

はり今まで通りにはいかない、その後の世界はどう変わっていくのか、という

興味から、「コロナ後の世界」（文春新書）を読んでみました。この本は

生物学、物理学、経営学、心理学など諸外国の第一線研究者へのイン

タビューで構成されています。タイトルは「コロナ後の世界」ですが、どの研究

者も終焉時期さえ不確定な「コロナ後」を見通せているわけではありませ

ん。本の内容は日本という国を対象に、どのようにコロナに向き合い、対応

していけばよいのか、が主となっています。その中で、私が興味を覚えたキー

ワードとその内容を簡単にご紹介します。 

 

■人口減少はアドバンテージ 

 日本では少子高齢化による人口

減少が問題視されていますが、果たして

そうなのでしょうか。 日本は外国の資

源に依存し、持続不可能な経済で回っ

ています。資源を枯渇させないという視点では人口減少はアドバンテージと

して捉えることができます。人口減少による生産力・経済力の補填は人材

に目を向ければよいのです。 

 

■AIへの不合理な恐怖 

今後、AIやロボットにより代替される仕事は確実に増えていきます。しか

し、共感力、創造力、理解力、交渉力は人間には及ぶことはないでしょ

う。高齢者の経験知による高次元な仕事には遠く及ばない、恐れる必要

はない、AIはツールでしかないのです。 

 

先日の社労士の研修で「書類を作るのが社労士の仕事ではない、お

客様の想いを実現すること、書類はその過程にすぎない。」と学びました。

きっと書類作りだけなら AIにもできる時代がやってきます。私もお客様の想

いを実現できるような社労士になりたいです。コロナ後の世界、企業も人も

代替できないようなスキル身につけ、生き残っていかなければいけません

ね。（松下） 

 
  ⁵„Ῥ‴ ₁Ὸ  

Ã 入社 

Ã 退社 

Ã 扶養したい、扶養から抜ける 

Ã 産休・育児休業・介護休業 

Ã けが、病気で長期休んだ 

Ã 労災がおきた 

Ã 基本給の変更があった 

Ã 賞与を支払った 

Ã 役所から連絡が来た 
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JR・丸の内線 荻窪駅より 

徒歩３分です。 

ぜひお立ち寄りください！！ 

【お問い合わせ】 

03-5335-7905 
info@megumi-sr.com 

https://megumi-sr.net 

Podcast（ネットラジオ）配信始めました。 

楽しく役に立つ番組を目指しています！ 
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